
議案第 37号  

 

 

   西脇市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい  

   て  

 

 

 西脇市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和５年２月 24日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場

合等における介護保険の第１号被保険者に係る保険料の減免を行うた

め。  
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